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阿山交流促進施設指定管理者募集要項 

 

伊賀市が設置する阿山交流促進施設の設置目的に沿った管理を効果的かつ効率的に、また、

安定的に行うため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項及び阿山交流

促進施設の設置及び管理に関する条例（平成 16 年伊賀市条例第 180 号）第３条の規定によ

り、阿山交流促進施設の管理を行う指定管理者を次のとおり募集します。 

 

１ 施設の概要 

⑴ 名称 阿山交流促進施設 

⑵ 所在地 伊賀市川合 3370番地 29 

⑶ 設置年月 

⑷ 建物概要 

 ①地域振興施設 １棟 

構造   鉄骨造スレート葺平屋建て 

階数   地上１階建 

建築面積 756.40㎡ 

  ②直売施設   １棟 

構造   木造スレート葺平屋建て 

階数   地上１階建 

建築面積 194.40㎡ 

  ③敷地面積 50,206㎡ 

⑸ 施設の内容 

別添の平面図を参照してください。 

⑹ 付帯設備 駐車場（普通車 50台、大型車８台、車いす利用者用２台） 

 

２ 施設の設置目的 

地域情報を提供するとともに、地域産業の振興並びに市民の福祉の増進を図ることを目的

とする。 

 

３ 指定の期間 

  令和９年４月１日から令和 14年３月 31日まで 

 

４ 業務の内容 

主な業務内容は以下のとおりです。具体的な業務の内容及び履行方法については、別紙「阿

山交流促進施設の管理に関する基本協定書」及び「阿山交流促進施設指定管理業務仕様書」
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によります。 

⑴ 運営業務 

⑵ 保守管理業務 

⑶ その他の指定管理業務 

 

５ 管理経費等 

⑴  利用料金 

阿山交流促進施設の管理にあたっては、地方自治法第 244 条の２第８項に規定する利用

料金制を導入するため、指定管理者は利用者が支払う利用料金を、自らの収入とすること

ができます。 

 

⑵ 指定管理料の金額等 

阿山交流促進施設の管理に要する費用を指定管理料として支払います。 

指定管理料は、指定管理者が提出した事業計画書、収支計画書を基に指定期間における

指定管理料総額の上限を基本協定に定め、当該上限の範囲内において、各年度の指定管理

料の額を年度協定に定めます。ただし、予算の議決状況により、指定管理料が変更となる

場合があります。 

また、支払時期や支払方法についても、年度協定に定めます。 

なお、阿山交流促進施設の管理に係る指定管理料の総額として、本市が仕様に基づき積

算した参考額は、34,000,000円です。 

 

⑶ 指定管理料に含まれる経費 

ア 人件費 

イ 施設運営・保守管理経費 

・ 施設の現場業務に関する経費で、業務全般の総合調整費、連絡車両の燃料費・保険

料等、安全管理経費、健康診断費、各種届出費用など 

・ 施設の維持管理に要する経費で、消耗品費（被服費は含まない。）、光熱水費、燃料

費、修繕費、手数料、清掃業務などの委託料、使用料など 

・ 施設管理に関する各種契約、支払事務等に要する租税公課、振込手数料など 

ウ 団体運営費 

ア～イ以外に指定管理者が団体を維持運営していくために必要な費用で、退職給与

引当金繰入金及び退職年金掛金、法定福利費、役員報酬、広告宣伝費、旅費、事務用

品費、年会費負担金など（合理的な範囲で指定管理業務に関係する部分に限る。） 

 

⑷ 指定管理料の精算 

指定管理業務を本市が示した水準どおりに確実に実施する中で、収入の増加や費用の削
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減など指定管理者の経営努力により生み出された余剰金については、原則として精算によ

る返還を求めません。ただし、指定管理者が指定管理業務の一部を実施しなかった場合に

おいて、当該未実施の業務に要する費用が指定管理料に含まれているときは、当該業務の

費用について、指定管理料を減額することができるものとします。 

また、協定締結時の見込額と比べ、利用料金収入が減少した場合又は費用が増加した場

合であっても、指定管理料による補填は行いません。ただし、災害等特別な事情がある場

合又は協議により指定管理業務の範囲若しくは管理の基準に変更があった場合は、この限

りではありません。 

 

６ 募集及び選定スケジュール 

募集及び選定のスケジュールは、以下のとおりです。 

募集要項等の公表・配布 令和８年７月１日（水）～７月 31日（金） 

現地説明会 令和８年７月 15日（水） 

質問の受付 令和８年７月６日（月）～７月 16日（木） 

質問の回答 令和８年７月 23日（木）予定 

申請書類の提出期間 令和８年７月１日（水）～７月 31日（金） 

申請団体ヒアリング 令和８年９月（予定） 

指定管理者候補者の決定・通知 令和８年 10月（予定） 

指定管理者の指定 令和９年１月（予定） 

基本協定の締結 令和９年２月（予定） 

年度協定の締結 令和９年４月（予定） 

 

７ 申請の資格 

  次に掲げる要件を満たす法人その他の団体とする。 

⑴ 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 法律行為を行う能力を有しないもの 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項（同項を準用する

場合を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの 

ウ 本要項８-⑸-イに定める提出期間の末日から過去２年以内に地方自治法第 244 条の

２第 11項の規定による指定の取消し（指定管理者の責めに帰すべき事由による取消し

に限る。）を受けたことがあるもの 

エ 伊賀市長又は伊賀市議会議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若し

くはこれらに準ずべき者又は支配人である法人（市長がこれらの役職等にある法人の

うち市が出資しているものを除く。） 

オ 本市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げたもの又は

公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したもの 



5 

 

カ 伊賀市税（同市税が課税されていない法人その他団体で、市外に主たる事務所又は

事業所を有するものにあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村税）、消

費税及び地方消費税を滞納しているもの 

キ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるもの 

 

８ 申請の手順 

⑴ 募集要項等の配布 

以下のとおり募集要項等を配布します。なお、募集要項等は、伊賀市ホームページにも

掲載します。 

ア 配布期間 令和８年７月１日（水）から令和８年７月 31日（金）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

イ 配布時間 午前８時 30分から午後５時 15分まで 

ウ 配布場所 伊賀市産業農林部産業政策課（伊賀市四十九町 3184番地） 

 

⑵ 現地説明会 

施設の現地説明会を以下のとおり開催します。参加は必須ではありませんが、申請予定

の団体は、できる限りご参加ください。 

ア 開催日時 令和８年７月 15日（水） 10時から 12時まで 

イ 開催場所 阿山交流促進施設 食堂 

ウ 参加人数 １団体につき３名以内 

エ 申込方法 現地説明会参加希望届（様式第３号）を７月 10日（金）15時までに、伊

賀市産業農林部産業政策課まで電子メール又はファックスで提出してくだ

さい。 

 

⑶ 質問の受付 

募集要項や仕様書等に関する質問を以下のとおり受け付けます。 

ア 受付期間 令和８年７月６日（月）～令和８年７月 16日（木）午後５時まで 

イ 受付方法 募集要項等に関する質問書（様式第４号）を電子メール又はファックス

で提出してください。 

ウ 提出先  伊賀市産業農林部産業政策課 

Ｅメール sangyou＠city.iga.lg.jp 

ＦＡＸ  0595-22-9695 

 

⑷ 質問の回答 

質問に対する回答は、令和８年７月 23 日（木）（予定）に、市ホームページにて行いま

す。 



6 

 

 

⑸ 申請の受付 

申請にあたっては、次の書類を提出してください。 

ア 提出書類 

・指定管理者指定申請書（規則様式第１号） 

・事業計画書（収支計画書を含む。）（様式第１号） 

・定款、寄附行為、又はこれらに類する書類 

・登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、これに相当する書類） 

・この申請をする日の属する事業年度の前年度の財務諸表等経営の状況を示す書類 

・指定管理者の指定申請に係る誓約書（様式第２号） 

・伊賀市税（同市税が課税されていない法人その他団体で、市外に主たる事務所又は

事業所を有するものにあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村税）、消

費税及び地方消費税を滞納していないことを証する書類 

 

 

イ 提出期間 令和８年７月１日（水）から令和８年７月 31日（金）まで 

午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

ウ 提出場所 伊賀市産業農林部産業政策課 

〒518-8501 伊賀市四十九町 3184番地 

エ 提出方法 持参又は郵送（令和８年７月 31日（金）午後５時必着） 

オ 提出部数 10部（正本１部、副本９部） 

 

９ 選定の方法及び審査基準並びに結果通知 

⑴  選定の方法 

伊賀市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」といいます。）において、提出書類及

び申請団体ヒアリングの内容を審査基準に照らし総合的に審査して採点及び順位付けを行

い、第１順位となった申請団体を指定管理者候補者に選定します。指定管理者候補者に選

定された申請団体が辞退その他の事由により指定管理者候補者とならなかった場合には、

第２順位以降の申請団体を順次繰り上げて指定管理者候補者に選定します。 

なお、採点結果が一定の基準に満たない申請団体については、順位付けを行わず、繰上

げの対象とはしません。 

 

⑵ 審査基準 

審査基準は、伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項

の規定により、下表のとおりとなります。 

号番号 審査基準 
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第１号 

事業計画書の内容が、利用者の平等な利用を確保できるものであること。 

事業計画書の内容が、阿山交流促進施設のサービスの向上が図られるもので

あること。 

第２号 

事業計画書の内容が、阿山交流促進施設の設置目的に照らし、その管理を効

果的に行えるものであること。 

事業計画書の内容が、阿山交流促進施設の設置目的に照らし、その管理を効

率的に行えるものであること。 

第３号 

事業計画書に沿った管理を安定して行うことができる人員、資産その他の経

営規模を有していること。 

事業計画書に沿った管理を安定して行うことができる能力を有しているこ

と。 

 

⑶ 申請団体ヒアリングの実施 

ア 開催日 令和８年９月（予定） 

イ 会 場 別途通知します。 

ウ 方 法 10分間のプレゼンテーション及び質疑応答 

 

⑷ 選定結果の通知 

選定結果は、申請団体に文書で通知します。また、市ホームページにて公表します。 

 

10 指定管理者の指定及び協定の締結 

⑴ 指定管理者の指定 

指定管理者の指定については、市議会の議決が必要となります。 

令和８年伊賀市議会 12月定例月会議に指定管理者の指定の議案を提出し、議会の議決を

経て指定管理者の指定を行います。 

なお、議会の議決が得られなかった場合においても、指定管理者候補者が本件に関し支

出した費用について、市は補償しません。 

 

⑵ 協定の締結 

指定管理者の指定を受けた団体は、市と協議を行ったうえで、阿山交流促進施設の管理

に関する協定を締結します。 

協定には、指定期間全体にわたり必要な事項について定める「基本協定」と、年度ごと

に必要な事項について定める「年度協定」があります。 

 

11 担当部署（問い合わせ先） 

〒518-8501 
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伊賀市四十九町 3184番地 

伊賀市産業農林部産業政策課 

電 話：0595-22-9669 

ＦＡＸ：0595-22-9695 

Ｅメール：sangyou＠city.iga.lg.jp 

 


